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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２３年１２月１２日 １５時００分ごろ 

発生場所 石川県金沢市金沢港西北西方沖 

 金沢港西防波堤灯台から真方位２８６°２５.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°４５.８′ 東経１３６°０５.６′） 

事故調査の経過  平成２４年３月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 平
へい

昌
しょう

丸、１９トン 

 ＩＫ２－５７２０（漁船登録番号）、有限会社鳥井漁業部 

 ２０.７３ｍ（Lr）×４.６０ｍ×２.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６６９kＷ、平成１７年５月７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５９年９月２７日 

  免許証交付日 平成２１年８月３日 

         （平成２６年９月２６日まで有効） 

甲板員Ａ（インドネシア共和国籍） 男性 ２０歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか３人が乗り組み、沖合底びき網漁業

の目的で平成２３年１２月１２日０１時００分ごろ金沢港を出港し、

０３時３０分ごろ金沢港西北西２６Ｍ付近の漁場に到着して操業を行

った。 

 船長は、操舵室において操業の指揮を執り、１５時００分ごろ、５

回目の揚網作業の準備開始のベルを鳴らし、船尾ロープリール付近に

乗組員２人、操舵室右舷側壁のウインチドラム付近に甲板員Ａ、操舵

室左舷側壁のウインチドラム付近に乗組員１人をそれぞれ配置に就け

た。 

 船長は、右舷側を見たところ、右舷ウインチドラムとえい
．．

網ロープ

の間に巻き込まれている甲板員Ａに気付き、同ドラムのメインスイッ

チを切った。 
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 船長は、作業を中止して金沢港に向けて帰航中、所属する漁業協同

組合に連絡し、海上保安部への通報と救急車の手配を依頼した。 

 本船は、１７時２０分ごろ金沢港に入港し、甲板員Ａは救急車で病

院へ搬送され、左母指切断、右母指中手骨開放骨折及び右耳介挫創と

診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ２ 

海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 

 

 本事故を目撃した乗組員はいなかった。 

 揚網作業は、各乗組員が準備開始のベルを聞いて配置に就き、ま

ず、船尾ロープリールを作動させたのち、操舵室側壁のウインチドラ

ムを作動させる順番であったが、甲板員Ａは、船尾ロープリール作動

前にウインチドラムを作動させ、えい
．．

網ロープと同ドラムとの間に巻

き込まれた。 

 ウインチドラムには、不具合はなかった。 

 甲板員Ａは、平成２３年７月１２日に来日し、漁業協同組合におい

て、約１か月座学研修を受けたのち、本船には、８月１３日から乗船

して各乗組員から船内作業について指導を受け、乗船１か月後から、

揚網作業時、操舵室側壁のウインチドラムの作業を任されていた。 

 甲板員Ａは、本船において、初めて雇入れした外国人実習生であ

り、本船には、外国人実習生は甲板員Ａ１人であった。 

 甲板員Ａは、上下の合羽、手袋、長靴を着用していたが、保護帽、

救命胴衣を着用していなかった。 

 本船は、本事故当時、作業に影響を与える船体の動揺はなかった。

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、金沢港西北西沖において揚網作業中、甲板員Ａが、ウイン

チドラムを操作した際、えい
．．

網ロープと同ドラムとの間に巻き込まれ

たことから、負傷したものと考えられるが、目撃者がおらず、甲板員

Ａから情報が得られなかったため、巻き込まれた状況を明らかにする

ことはできなかった。 

原因  本事故は、本船が金沢港西北西沖において揚網作業中、甲板員Ａ

が、えい
．．

網ロープとウインチドラムとの間に巻き込まれたため、発生

したものと考えられる。 

参考  船長の所属していた漁業協同組合では、本事故後、組合員及び外国

人実習生に対し、同種事故の再発防止対策のため、ウインチドラムの

ロープに手を近づけない等の注意事項を周知し、また、新たに引き受

ける外国人実習生の研修時に事故防止に対する同注意事項を周知徹底

することとした。  




